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※は県例規集登載
【告示】

番 号 表 題 担当課名

５５４ 令和元年度自衛官候補生の募集期間，採用 地方創生局

試験の試験期日，試験場等を告示する件 市町村課

５５５ 特定調達契約について随意契約の相手方を 税務課

決定した件

５５６ 同 スマート県庁推進課

５５７ 種畜証明書を交付した旨の通報を受けた件 畜産振興課

５５８ 土地改良区の定款の変更を認可した件 農林水産基盤整備局

農山漁村振興課

５５９ 保安林の指定施業要件を変更する予定にし 農林水産基盤整備局

た件 森林整備課

５６０ 公共測量を実施する旨の通知があった件 用地対策課

【企業局訓令】

番 号 表 題 担当課名

１※ 徳島県企業局職員服務規程の一部を改正す

る訓令



徳
島
県
告
示
第
五
百
五
十
四
号

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
第
一
項
及
び

第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
元
年
度
の
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官

候
補
生
の
募
集
期
間
、
採
用
試
験
の
試
験
期
日
、
試
験
場
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

募
集
期
限
、
試
験
期
日
及
び
試
験
種
目

男
子
及
び
女
子
の
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官
候
補
生

試
験
回

募

集

期

限

試

験

期

日

試

験

種

目

第
八
回

令
和
二
年
一
月
十
日
（
金
曜
日

令
和
二
年
一
月
十
七
日
（
金
曜
日

筆
記
試
験
、
身
体

）
ま
で

）

検
査
、
適
性
検
査

及
び
口
述
試
験

第
九
回

令
和
二
年
二
月
六
日
（
木
曜
日

令
和
二
年
二
月
十
三
日
（
木
曜
日

同

）
ま
で

）

第
十
回

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日
（
金

令
和
二
年
三
月
六
日
（
金
曜
日
）

同

曜
日
）
ま
で

備
考

筆
記
試
験
は
、
国
語
（
作
文
を
含
む
。
）
、
数
学
及
び
社
会
に
つ
き
、
中
学
校
卒
業
程
度
の

学
力
に
つ
い
て
試
験
す
る
も
の
と
す
る
。

二

試
験
場

男
子
及
び
女
子
の
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官
候
補
生

試
験
回

名

称

位

置

第
八
回

海
上
自
衛
隊
徳
島
航
空
基
地

板
野
郡
松
茂
町
住
吉
字
住
吉
開
拓
三
八

第
九
回

同

同

第
十
回

同

同

三

応
募
資
格

日
本
国
籍
を
有
し
、
令
和
二
年
三
月
一
日
又
は
四
月
一
日
現
在
で
十
八
歳
以
上
三
十
三
歳
未
満
の
者

（
た
だ
し
、
三
十
二
歳
の
者
は
、
採
用
予
定
月
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る

月
の
翌
月
の
末
日
現
在
に
お
い
て
三
十
三
歳
に
達
し
て
い
な
い
こ
と
）
で
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十



二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
定
め
る
中
学
校
卒
業
程
度
以
上
の
学
力
を
有
し
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
も
の

１

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く

な
る
ま
で
の
者

２

法
令
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

３

日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他

の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

四

採
用
予
定
月

令
和
二
年
三
月
又
は
四
月

五

志
願
票
の
受
領
及
び
提
出
先

志
願
票
は
、
各
市
町
村
役
場
又
は
自
衛
隊
徳
島
地
方
協
力
本
部
若
し
く
は
そ
の
出
張
所
等
で
受
領
し

、
提
出
す
る
こ
と
。



徳
島
県
告
示
第
五
百
五
十
五
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十

二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

県
税
ト
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
新
シ
ス
テ
ム
へ
の
移
行
デ
ー
タ
抽
出
業
務

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
税
務
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日

四

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

富
士
通
株
式
会
社
徳
島
支
店

徳
島
市
か
ち
ど
き
橋
二
丁
目
二
九
番
地
一

五

契
約
金
額

七
千
三
百
二
万
四
千
六
百
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七

随
意
契
約
に
よ
る
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一
項
第

二
号



徳
島
県
告
示
第
五
百
五
十
六
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十

二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

防
災
拠
点
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
強
靱
化
（
庁
内
ク
ラ
ウ
ド
再
構
築
等
）
に
係
る
構
築
業
務

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
ス
マ
ー
ト
県
庁
推
進
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
元
年
十
一
月
一
日

四

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

テ
ッ
ク
情
報
株
式
会
社

板
野
郡
板
野
町
犬
伏
字
東
谷
六
番
地
三
三

五

契
約
金
額

二
億
百
九
十
八
万
千
百
七
十
一
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七

随
意
契
約
に
よ
る
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一
項
第

一
号



徳
島
県
告
示
第
五
百
五
十
七
号

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
同
法
第
四
条
第
一
項
本
文
の
種
畜
証
明
書
を
交
付

し
た
旨
の
通
報
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

飼

養

者

種

畜

証

明

書

番

号

家
畜
の
種
類

品

種

毛
色

名

前

等
級

住
所
又
は
所
在
地

氏

名

又

は

名

称

一
一
五
一
〇
一
八
〇
〇
〇
八

牛

黒
毛
和
種
（
肉

黒

幸
美
桜

二
級

板
野
郡
上
板
町

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ

用
牛
）

ン
タ
ー



徳
島
県
告
示
第
五
百
五
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改

良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

認

可

年

月

日

小
松
島
市
坂
野
町

令
和
元
年
十
一
月
十
三
日

坂
野
町
第
一
土
地
改
良
区



徳
島
県
告
示
第
五
百
五
十
九
号

次
の
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
に
し
た
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

美
馬
市
木
屋
平
字
太
合
カ
ケ
四
四
五
の
一
、
四
四
五
の
三
一
、
四
四
五
の
八
一
（
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。
）

二

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
指
定
の
目
的

公
衆
の
保
健

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

（一）
１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
太
合
カ
ケ
四
四
五
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

（二）

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
徳
島
県
農
林
水
産

部
農
林
水
産
基
盤
整
備
局
森
林
整
備
課
及
び
美
馬
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
五
百
六
十
号

松
茂
町
長
か
ら
、
次
の
よ
う
に
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

測

量

の

種

類

測

量

を

す

る

地

域

測

量

を

す

る

期

間

公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
及
び

板
野
郡
松
茂
町
全
域

令
和
元
年
十
二
月
一
日
か
ら

写
真
地
図
作
成
）

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で



徳
島
県
企
業
局
訓
令
第
一
号

局

中

一

般

徳
島
県
企
業
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
十
二
月
六
日

徳
島
県
企
業
局
長

木

下

慎

次

徳
島
県
企
業
局
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徳
島
県
企
業
局
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
徳
島
県
企
業
局
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
第
四
号
中
「
、
第
二
号
若
し
く
は
第
五
号
」
を
「
若
し
く
は
第
四
号
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。


